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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
九
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
三
年
六
月
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 



１ 購入等件名及び数量 

  新人事給与管理システム構築業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム戦略課業務効率化推進担当 埼玉県さいたま市

浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和３年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社高知電子計算センター 高知県高知市本町４丁目１番16号 

５ 契約金額 

  675,180,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
号 

 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
六
月
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

件
名 

さ
い
た
ま
小
川
町
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
に
係
る
環
境
影
響
評
価
公
聴
会 

二 

日
時
及
び
場
所 

 

ア 

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日
（
火
）
十
三
時
か
ら
十
五
時
ま
で 

 
 

 

東
秩
父
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
「
や
ま
な
み
」 

大
ホ
ー
ル 

 

イ 

令
和
三
年
六
月
二
十
九
日
（
火
）
十
七
時
か
ら
十
九
時
ま
で 

 
 

 

と
き
が
わ
町
玉
川
公
民
館 

２
階
講
堂 

 

ウ 

令
和
三
年
六
月
三
十
日
（
水
）
十
三
時
か
ら
十
五
時
ま
で 

 
 

 

埼
玉
県
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー
共
同
オ
フ
ィ
ス
棟 

２
階
大
会
議
室 

 

エ 

令
和
三
年
六
月
三
十
日
（
水
）
十
七
時
か
ら
十
九
時
ま
で 

 
 

 

小
川
町
民
会
館
リ
リ
ッ
ク
お
が
わ 

会
議
室
１
、
２ 

三 

事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

小
川
エ
ナ
ジ
ー
合
同
会
社 

 

 
 

株
式
会
社
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
エ
ナ
ジ
ー 

職
務
執
行
者 

加
藤 

隆
洋 

 
 

埼
玉
県
大
里
郡
寄
居
町
赤
浜
二
千
七
十
八
番
一 

四 

意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
事
項 

 
 

事
業
者
が
作
成
し
た
さ
い
た
ま
小
川
町
メ
ガ
ソ
ー
ラ
ー
に
係
る
環
境
影
響
評
価
準
備
書
に
つ

い
て
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見 

 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

イ
オ
ン
モ
ー
ル
春
日
部 

 
 

 

埼
玉
県
春
日
部
市
大
字
下
柳
字
森
田
四
百
二
十
番
地
の
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

井
手
武
美 

 
 

 
 

 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 
外 

計
九
十
三
者 

 
 

 

（
変
更
後
）
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

井
手
武
美 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

外 
計
九
十
三
者 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
四
月
二
十
九
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
五
月
七
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
六
月
四
日
か
ら
令
和
三
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
六
月
四
日
か
ら
令
和
三
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

コ
ー
プ
み
ら
い 

コ
ー
プ
桶
川
店 

 
 

 

埼
玉
県
桶
川
市
坂
田
東
三
丁
目
二
十
七
番
地
七 

外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

大
規
模
小
売
店
舖
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

（
変
更
前
）
ダ
イ
ワ
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

原
田
健 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
十
八
番
二
号 

 
 

（
変
更
後
）
ダ
イ
ワ
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
伊
藤
光
博 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
十
八
番
二
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
四
月
一
日 

 
 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
五
月
二
十
四
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
六
月
四
日
か
ら
令
和
三
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
六
月
四
日
か
ら
令
和
三
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
籠
原
南
店 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
拾
六
間
六
百
三
―
四
外 

 
 

 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
西
友
籠
原
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
拾
六
間
六
百
三
―
四
外 

 
 

 

（
変
更
後
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
籠
原
南
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
熊
谷
市
拾
六
間
六
百
三
―
四
外 

 
 

大
規
模
小
売
店
舖
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
日
立
金
属
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 

清
水
克
美 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
中
央
区
京
橋
三
丁
目
十
四
番
六
号 

 
 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
日
立
金
属
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ 

代
表
取
締
役 

伊
多
波
北
夫 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
中
央
区
京
橋
三
丁
目
十
四
番
六
号 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
合
同
会
社
西
友 

執
務
執
行
者 

リ
オ
ネ
ル
・
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ジ
ェ
イ
・
デ 

 
 

 
 

 
 

 
 

ス
ク
リ
ー
・
ド
ゥ
・
マ
レ
ド
ス
ー 

 
 

 
 

 

東
京
都
北
区
赤
羽
二
丁
目
一
番
一
号 

（
変
更
後
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

多
田
高
志 

 
 

 
 

 

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
百
三
十
番
地 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
五
月
二
十
六
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
五
月
二
十
六
日 



二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
六
月
四
日
か
ら
令
和
三
年
十
月
四
日
ま
で 

三 
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
六
月
四
日
か
ら
令
和
三
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
籠
原
南
店 

埼
玉
県
熊
谷
市
拾
六
間
六
百
三
―
四
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
六
時 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
六
月
二
十
三
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
五
月
二
十
六
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
六
月
四
日
か
ら
令
和
三
年
十
月
四
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
六
月
四
日
か
ら
令
和
三
年
十
月
四
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、 

上
里
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
三
年
六
月
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

就
任 

 
 

職
名 

 
 

氏 
 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 
 

理
事 

山 

下 

博 

一 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
神
保
原
町
五
百
九
十
三
番
地
二 

 
 

同 
 

石 

倉 

雅 

美 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

黛
十
六
番
地
三 

 
 

同 
 

馬 

場 

弘 

次 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

勅
使
河
原
八
百
四
十
二
番
地 

 
 

同 
 

髙 

橋 
 

 

健 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

 

千
二
百
八
十
四
番
地 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

 
 

同 
 

川 

田 
 

 

勇 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
藤
木
戸
二
百
七
十
二
番
地
一 

 
 

同 
 

青 

木 

正 

己 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
大
御
堂
二
百
八
十
二
番
地
五 

 
 

同 
 

入 
 

 

文 

隆 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

五
明
七
百
六
十
八
番
地 

 
 

同 
 

戸 

矢 

光 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

三
町
八
百
番
地
一 

 
 

同 
 

夛 

田 

一 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

堤
六
百
四
十
五
番
地 

 
 

同 
 

松 

本 

保 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

三
町
五
百
七
十
八
番
地
一 

 
 

同 
 

金 

井 

佐 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

嘉
美
五
百
十
二
番
地 

 
 

同 
 

小 

林 

貴
美
子 

 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

七
本
木
千
七
百
十
二
番
地
二
十 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

同 
 

細 

井 

洋 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
九
百
五
十
二
番
地 

 
 

同 
 

松 

本 
 

義 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

八
百
七
番
地 

 
 

同 
 

岩 

田 

一 

郎 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

神
保
原
町
二
百
十
八
番
地
一 

 
 

同 
 

桒 

原 

幸 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

八
町
河
原
二
千
二
百
四
十
六
番 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
三 

 
 

同 
 

福 

田 

重 

之 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

忍
保
千
六
百
三
番
地 

 
 

同 
 

岩 

本 
 

 

清 
 

同 
 

本
庄
市
今
井
千
五
十
四
番
地
二 

 
 

同 
 

鹿 

田 

修 

一 
 

同 
 

同 
 

新
井
七
十
九
番
地
三 

 
 

監
事 

小 

暮 

秀 

夫 
 

同 
 

児
玉
郡
上
里
町
大
字
勅
使
河
原
六
百
六
十
番
地
三 

 
 

同 
 

新 

井 
 

 

悟 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

七
本
木
二
百
三
十
九
番
地 

 
 

同 
 

堀 

込 

茂 

正 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

大
御
堂
百
六
十
一
番
地 



 
 

監
事 

松 

下 
 

 

守 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
八
町
河
原
二
千
六
百
十
二
番
地 

二 

退
任 

 
 

職
名 

 
 

氏 
 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 
 

理
事 

山 

下 

博 

一 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
神
保
原
町
五
百
九
十
三
番
地
二 

 
 

同 
 

南 

雲 

和 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

金
久
保
千
二
百
五
十
五
番
地 

 
 

同 
 

石 
川 

文 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

六
百
八
十
四
番
地 

 
 

同 
 

馬 

場 
弘 

次 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

勅
使
河
原
八
百
四
十
二
番
地 

 
 

同 
 

荒 

井 

良 
嗣 

 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

 

千
二
百
八
十
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

 
 

同 
 

塚 

越 

松 

吉 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

帯
刀
二
百
十
九
番
地
九 

 
 

同 
 

青 

木 
 

 

猛 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

大
御
堂
二
百
四
十
六
番
地 

 
 

同 
 

戸 

矢 

活 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

藤
木
戸
百
九
十
八
番
地 

 
 

同 
 

戸 

矢 

俊 

彦 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

堤
十
四
番
地
九 

 
 

同 
 

内 

山 

英 

明 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同
六
百
三
十
五
番
地 

 
 

同 
 

松 

本 

保 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
三
町
五
百
七
十
八
番
地
一 

 
 

同 
 

金 

井 

佐 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
嘉
美
五
百
十
二
番
地 

 
 

同 
 

髙 

橋 

英 

治 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

七
本
木
二
千
九
百
九
十
番
地 

 
 

同 
 

和
田
山 

玉 

彦 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
九
百
五
十
一
番
地 

 
 

同 
 

土 

屋 

定 

久 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

百
五
十
二
番
地 

 
 

同 
 

内 

田 

一 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

神
保
原
町
二
千
百
五
十
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

同 
 

小 

林 

昇 

司 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

八
町
河
原
二
千
五
十
九
番
地 

 
 

同 
 

福 

田 
 

 

保 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

忍
保
千
百
六
十
番
地 

 
 

同 
 

荒 

井 

清 

一 
 

同 
 

本
庄
市
今
井
六
百
八
十
八
番
地 

 
 

同 
 

吉 

野 

由
紀
雄 

 

同 
 

同 
 

新
井
四
百
九
十
三
番
地
三 

 
 

監
事 

古 

川 

隆 

治 
 

同 
 

児
玉
郡
上
里
町
大
字
帯
刀
七
百
九
十
三
番
地
四 

 
 

同 
 

黒 

澤 

清 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

嘉
美
二
十
一
番
地 

 
 

同 
 

坂 

本 

洋 

樹 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

大
御
堂
百
四
十
三
番
地 

 
 

同 
 

金 

子 

一 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

忍
保
千
七
十
二
番
地 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

芳
沼
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
三
年
六
月
四
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

就
任 

 
 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 
 
 

理
事 

 

持 

田 

一 

年 
 

埼
玉
県
深
谷
市
本
田
二
千
六
百
二
十
八
番
地 

 
 
 

同 
 

 

小 

嶋 

達 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

千
八
番
地 

 
 

同 
 

 

高 

荷 

信 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
二
百
九
十
三
番
地 

 
 

同 
 

 

関 

口 
 

 

修 
 

同 
 

同 
 

同 

千
九
百
八
十
七
番
地 

 
 

同 
 

 

中 

村 

泰 

典 
 

同 
 

同 
 

同 
千
九
百
四
十
五
番
地 

 
 

同 
 

 

小 

林 
 

 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
四
千
九
十
八
番
地 

 
 

同 
 

 

菅 

野 

辰 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

七
百
八
十
四
番
地 

 
 

同 
 

 

相 

原 

信 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

五
百
七
十
三
番
地 

 
 

同 
 

 

中 

西 
 

 

廣 
 

同 
 

同 
 

同 

三
百
七
十
四
番
地 

 
 

同 
 

 

小
久
保 

義 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

四
千
百
九
十
六
番
地 

 
 

同 
 

 

小 

林 

一 

八 
 

同 
 

同 
 

同 

五
千
百
六
十
一
番
地 

 
 

同 
 

 

中 

島 
 

 

清 
 

同 
 

同 
 

同 

四
千
九
百
六
十
一
番
地 

 
 

監
事 

 

中 

村 

昌 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
四
百
七
十
番
地 

 
 

同 
 

 

本 

田 

孝 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
二
百
七
十
七
番
地
一 

 
 

同 
 

 

松 

崎 

直 

治 
 

同 
 

同 
 

同 

千
七
百
七
十
四
番
地 

二 

退
任 

 
 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 
 
 

理
事 

 

大 

木 

正 

夫 
 

埼
玉
県
深
谷
市
本
田
二
千
五
百
四
十
四
番
地 

 
 
 

同 
 

 

石 

川 
 

 

晃 
 

同 
 

同 
 

同 

九
百
八
十
三
番
地
二 

 
 

同 
 

 

大 

澤 

延 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

千
九
百
六
十
九
番
地 

 
 

同 
 

 

芝 
 

 

茂
子
郎 

 

同 
 

同 
 

同 

二
千
二
百
三
十
五
番
地
一 

 
 

同 
 

 

中 

村 

泰 

典 
 

同 
 

同 
 

同 

千
九
百
四
十
五
番
地 

 
 

同 
 

 

眞 

下 

栄 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

四
千
六
十
五
番
地 

 
 

同 
 

 

松 

山 

博 

之 
 

同 
 

同 
 

同 

八
百
十
一
番
地 

 
 

同 
 

 

鈴 

木 
 

 

繁 
 

同 
 

同 
 

同 

五
百
七
十
七
番
地 



 
 

同 
 

 

小 

川 

好 

弘 
 

同 
 

同 
 

同 

三
百
六
十
六
番
地
三 

 
 

同 
 

 

小
久
保 

恵 

司 
 

同 
 

同 
 

同 

四
千
百
八
十
九
番
地 

 
 

同 
 

 

小 

林 

八
千
代 

 

同 
 

同 
 

同 

五
千
百
九
番
地 

 
 

同 
 

 

中 

嶋 

恒 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

四
千
九
百
四
十
五
番
地 

 
 

監
事 

 
松 

本 

正 

男 
 

同 
 

同 
 

同 

六
百
三
十
三
番
地 

 
 

同 
 

 
浅 
見 

榮 

市 
 

同 
 

同 
 

同 

四
千
三
百
六
十
番
地 

 
 

同 
 

 

橋 
本 

 
 

実 
 

同 
 

同 
 

同 

四
千
九
百
十
七
番
地
十
五 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
七
号 

 
三
郷
市
か
ら
草
加
都
市
計
画
ご
み
処
理
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

東
松
山
市
市
の
川
特
定
土
地
区
画
整
理
組
合
の
解
散
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 

 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
六
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
六
月
四
日 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

鈴 

木 

水 

弘 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

馬
引
沢
飯
能
線 

三 

道
路
の
区
域



 
新 旧 

旧 

新 

別 
入
間
市
大
字
野
田
字
貫
井
二
三
五
〇
番

一
地
先
か
ら
同
市
大
字
野
田
字
貫
井
二

三
五
〇
番
四
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

 
 

一
一
・
一
九
～ 

 
 
 
 

一
一
・
二
四 

 
 

一
一
・
一
九
～ 

 
 
 
 

一
六
・
九
一 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

五
七
・
七
四 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
六
月
四
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
六
月
四
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
長 

飯 

塚 

雅 

彦 
 

 
 

一 

道

路

の

種

類

 
 

県
道 

 

二 

路

線

名 
 

上
里
鬼
石
線 

三 

道

路

の

区

域

 



 
新 旧 

旧 

新 
別 

児
玉
郡
上
里
町
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